
自治会員への特典サービスに関する事項  

平成３０年 ８月２２日 

令和４年８月２６日改正 

武蔵村山市自治会連合会  

１ 目的  

この特典サービスは、協賛いただいた企業・商店・施設等（以下「協力店」とい

う）と武蔵村山市自治会連合会（以下「連合会」という）が連携し、武蔵村山市自

治会連合会加盟自治会の会員（以下「会員」という）が、協力店を活用することに

より、地域の活性化を図ることを目的とします。また、会員の福利厚生を充実する

と共に、会員へのメリットを見える化し、未加入者に対して加入を促進してまいり

ます。  

  

２ 基本的事項  

⑴ この特典サービス制度は、連合会が会員の利用等に伴う特典・サービス等（以

下「特典」という）を与えていただく協力店の、ご支援とご厚意を得て実施し

ます。  

⑵ 協力店は、この特典の実施について連合会に対して所定の「申込書（様式１）」

を提出していただき、連合会と別途「取扱い確認書」を取り交わして、特典の

範囲・取扱等を明確にされたうえでお取り扱い頂きます。  

⑶ 協力店が協賛を変更・中止する場合は、会員へ周知期間を考慮して、１か月前

までに「自治会員特典サービス内容変更・中止届（様式２）」を提出することで

連合会へ協賛変更又は中止の旨をお知らせください。  

⑷ 協力店は、半年に１回、特典の利用状況を「自治会員カード利用実績表（様式

３）」により連合会に報告していただきます。  

⑸ この特典実施に伴う疑義等は、協力店と連合会が遅滞なく協議して対応するも

のとします。  

  

３ 自治会員カード  

⑴ 特典の実施にあたり、連合会はオリジナルの自治会員カードを作製し、加盟自

治会を通して、自治会員世帯に１枚発行します。  

⑵ 会員は協力店を利用する際、自治会員カードを提示して特典を受けるものとし

ます。  

⑶ 自治会員カードの有効期限は３年です。  

⑷ 自治会退会時には自治会員から返却を受けます。  

  



４ 協力店と連合会の役割分担  

⑴ 協力店  

「自治会員カード」の提示の際の特典サービスに伴うこと全般。特典内容は一任と

します。  

⑵ 連合会  

① 「自治会員カード」の発行・交付・紛失・再発行等のカードに関すること。  

② 会員への協力店とサービス内容紹介の広報活動(チラシ回覧等)。  

③ のぼりやステッカー等を作成し協力店へ配布。  

   

５ 趣旨の徹底と広報  

⑴ 会員への趣旨の徹底は連合会が回覧等を使い対応し、会員による協力店の利用

を促進すると共に、協力店との共存共栄に努めます。  

⑵ 協力店の広報については、武蔵村山市ホームページ内自治会連合会ページ等で 

連合会が積極的にこれを行い、協力店とそのサービスの告知のＰＲに協力しま

す。  

⑶ 協力店が独自でＰＲをされる際は、予め連合会にその内容をご提示くださるよ

うお願いします。  

   

６ 連絡先  

⑴ 武蔵村山市自治会連合会 

電 話 ０８０－３０２２－７２４９ 

メール jichikairengou@yahoo.co.jp  

⑵ 武蔵村山市自治会連合会事務局  

電 話 ０４２－５６５－１１１１ 内線２４３ 

メール kyodo@city.musashimurayama.lg.jp  

  



様式１  

自治会員特典サービス申込書 

自治会員特典サービスの趣旨に賛同し、下記のとおり申請します。  

  年   月   日 

武蔵村山市自治会連合会会長 殿  

■申請人  

  

■担当者  

  

■特典サービス  

確認事項  

１ 次年度以降継続されない場合は、毎年２月末までに御連絡をお願いします。 

２ 特典サービスの内容は、ホームページや自治会回覧等で周知します。  

３ 特典を変更される場合は、武蔵村山市自治会連合会まで御連絡ください。  

  

□ 当社ホームページのＵＲＬを、連合会ホームページにて掲載し、リンクすることを

承諾します。  

↑リンクが可能な場合、チェックをつけてください。  

※自治会連合会記載欄  

 

 

 

 

  

企業名・店名    

住所    

代表者氏名    

氏名 （ふりがな）  （           ） 

部署名    

電話番号  （ＦＡＸ） 

メールアドレス    

内容  
  

  

その他・留意点    

紹介担当者サイン  事務局印  ＨＰ掲載サイン  

     月  日  



様式２   

自治会員特典サービス内容変更・中止届 

  
自治会員特典サービスの内容について、下記のとおり（ 変更 ・ 中止 ）します。  

※ 中止する場合は、以下「申請人」の項目のみ記入し、届出を提出してください。  

  

  年    月    日 

武蔵村山市自治会連合会会長 殿  

■申請人  

  

■特典サービス変更内容（変更する場合、お書きください）  

確認事項 １ 協力店が協賛を変更・中止する場合は、会員への周知期間を考慮して、１か月前ま

でに本書面にて連合会へお知らせください。  

     ２ 特典サービスの内容は、ホームページや自治会回覧等で周知します。  

  

  

□ 当社ホームページのＵＲＬを、連合会ホームページにて掲載し、リンクすることを

承諾します。  

↑リンクが可能な場合、チェックをつけてください。  

  

  

  

※自治会連合会記載欄  

  

  

企業名・店名    

担当者氏名    

連絡先                    （ＦＡＸ）  

内容  

  

  

その他・留意点    

紹介担当者サイン  事務局印  ＨＰ掲載サイン  

      月  日  



様式３ 

 年度自治会員カード 利用実績表   年度自治会員カード 利用実績表   

 企業名    企業名    

    
 

        

   利用件数（正の字でご記入ください。） 合計件数    利用件数（正の字でご記入ください。） 合計件数  

 ４月      １０月      

 ５月      １１月      

 ６月      １２月      

 ７月      １月      

 ８月      ２月      

 ９月      ３月      

          

 問合せ先 武蔵村山市自治会連合会事務局   問合せ先   武蔵村山市自治会連合会事務局   

 〒208-8501 武蔵村山市本町一丁目１番地の１   〒208-8501 武蔵村山市本町一丁目１番地の１   

 武蔵村山市役所 協働推進部協働推進課協働推進係   武蔵村山市役所協働推進部協働推進課協働推進係   

 TEL 042-565-1111（内線 242）   TEL 042-565-1111（内線 242）   

 FAX 042-563-0793   FAX 042-563-0793   

 

 


